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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一時保留された紙幣を整列した状態で外部に送り出す紙幣処理装置において、
　紙幣を搬送する搬送路と、
　前記搬送路の紙幣出口部側に配置され、前記紙幣出口部から搬入される紙幣を一時保留
する一時保留部と、
　前記一時保留部に搬入された紙幣の搬入方向後方端を、前記紙幣出口部から前記一時保
留部に搬入される後続紙幣の搬入方向前方端の進路外に保持するための押付け部材と、
　前記紙幣出口部の近傍に回動支軸を備え、前記紙幣出口部から前記一時保留部に搬入さ
れる紙幣を案内するとともに、前記一時保留部に搬入された紙幣の搬入方向前方端部を自
由端側で前記一時保留部の紙幣保持面に押え付ける札押えと、
　を有し、
　前記押付け部材は、前記札押えに案内されて前記一時保留部に搬入される紙幣の進路側
に突出するように前記札押えに取り付けられた弾性板によって構成されていることを特徴
とする紙幣処理装置。
【請求項２】
　前記押付け部材は、前記紙幣出口部の近傍に、前記一時保留部に搬入される紙幣の搬入
方向に突出するように取り付けられた弾性板によって構成されていることを特徴とする請
求項１記載の紙幣処理装置。
【請求項３】
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　前記紙幣出口部に配置されたフィードローラと、
　前記フィードローラと同軸回転する、放射状に複数枚の弾性羽根を備えた羽根車と、
　を備え、
　前記フィードローラと前記羽根車を用いて、前記搬送路を搬送される紙幣を前記一時保
留部に搬入することを特徴とする請求項１記載の紙幣処理装置。
【請求項４】
　前記搬送路は、紙幣をその短手方向を搬送方向に一致させて搬送することを特徴とする
請求項１記載の紙幣処理装置。
【請求項５】
　前記一時保留部は、前記紙幣出口部から搬入される紙幣の搬入方向前方に、内部に進退
可能に配置されたシャッタを備え、
　前記紙幣出口部から紙幣が搬入されるときには、前記シャッタを進入させてその搬入さ
れた紙幣の進行を停止させ、搬入された紙幣を外部に送り出すときには、前記シャッタを
退避させることを特徴とする請求項１記載の紙幣処理装置。
【請求項６】
　前記一時保留部は、前記シャッタが退避しているときに、搬入された紙幣を搬入方向後
方端側から搬入方向前方に押し出すプッシャを備えることを特徴とする請求項５記載の紙
幣処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一時保留された紙幣を整列した状態で外部に送り出す紙幣処理装置に関し、
特に紙幣収納庫の紙幣を出金口から釣銭として払い出す釣銭機に適用して好適な紙幣処理
装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　釣銭機では、従来から紙幣収納庫などから紙幣を出金する際に、１枚ずつ送り出されて
くる紙幣を一時保留し、指定された金額になってから出金口に一括して釣銭として出金す
るようにしていた。
【０００３】
　図４は、従来の釣銭機出金口の断面構成を示す模式図である。
　この釣銭機は、釣銭紙幣が収納されている図示しない紙幣収納庫、この紙幣収納庫から
紙幣ＢＮを計数して搬送する搬送路１、所定金額となるまで複数枚の紙幣ＢＮｓを一時保
留する一時保留部２、および釣銭機正面に配置された出金口３などを備え、出金口３から
一括して釣銭紙幣を払い出すように構成されている。
【０００４】
　搬送路１は、その下部ベース１１と上部ベース１２にそれぞれ配置された図示しない複
数のフィードローラによって、紙幣ＢＮの短手方向を搬送方向に一致させた状態で、紙幣
ＢＮを１枚ずつ紙幣出口部１３まで搬送するように構成されている。
【０００５】
　一時保留部２の下部ベース２１は、搬送路１の紙幣出口部１３よりも下方に位置し、そ
こに搬入された紙幣ＢＮｓを一時保持する紙幣保持面が構成される。釣銭紙幣の出金口３
は、例えば水平線に対しておよそ１０°だけ傾斜する紙幣保持面（下部ベース２１）によ
って、紙幣ＢＮの搬入方向に向かって上向きになるように形成されている。
【０００６】
　紙幣出口部１３には、搬送路１からの紙幣ＢＮを一時保留部２に導くための羽根車４が
、複数のフィードローラ５と同軸に、かつその位置をずらして配置されている。
　この羽根車４には、５枚の弾性を有する羽根４１～４５が等角度で放射状に設けられて
いて、これらの羽根４１～４５が羽根車４とともに回転するように駆動される。したがっ
て、搬送路１の紙幣出口部１３まで搬送された紙幣ＢＮは、フィードローラ５によって押
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し出され、羽根車４の羽根４１～４５によって一時保留部２の紙幣保持面に叩き落される
。
【０００７】
　一時保留部２には、紙幣保持面に積重ねられた紙幣ＢＮｓと対向する位置に札押え６が
配置されている。この札押え６は、紙幣出口部１３の近傍に回転支軸６１を備え、搬送路
１から搬入される紙幣ＢＮを一時保留部２に案内するとともに、紙幣ＢＮの上面を札押え
６の自由端６２側で搬入方向前方で押え付けている。これによって、１枚ずつ紙幣出口部
１３まで搬送された紙幣ＢＮを一時保留部２内に整列させるだけでなく、一時保留部２の
狭いスペースに多量の紙幣ＢＮｓを積重ねて保留するようにしている。
【０００８】
　この一時保留部２の出金口３には、上下方向にスライドするシャッタ７が設けられてい
る。この一時保留部２は、紙幣保持面に搬入された紙幣ＢＮｓの押出機構としてプッシャ
８を備えており、ここに集積された紙幣ＢＮｓを一括してその後方から搬入方向前方に押
し出すようにしている。
【０００９】
　このシャッタ７は、紙幣ＢＮが一時保留部２に搬入されている間は出金口３を塞ぐよう
に進入し、所定金額の釣銭に対応するまで紙幣ＢＮｓの集積が完了すると下方に退避する
。そして、このシャッタ７の退避に連動してプッシャ８が駆動されることにより、整列し
た状態の紙幣ＢＮｓを一括して出金口３に釣銭として押出すようにしている。
【００１０】
　このような釣銭機では、一時保留部２の紙幣保持面に集積された紙幣ＢＮｓを羽根車４
と札押え６が押え付け、そこに後続して搬入される紙幣ＢＮの搬入空間を確保するように
している。この場合に、一括して出金するために保留されている紙幣ＢＮｓに折れ癖があ
ったとき、一時保留部２に後続して搬入される紙幣ＢＮとの間でのジャムが生じないよう
にする必要がある。とくに、後端部が上向きの折れ癖を有している紙幣ＢＮの集積に際し
て、従来から種々の工夫がなされている。
【００１１】
　この種の先行する技術として、例えば特許文献１に記載された紙幣収納装置では、羽根
車４０８と回動式アーム４８５ｂがジャム防止部材としての役割を有している。これによ
って、しわや折り癖のある中古の紙幣１が搬入されても、イジェクト部４００ａの下方に
折れた状態、あるいはたわんだ状態とならないで、イジェクト部４００ａに既に保留され
ている紙幣１と衝突するといったトラブルを防止することができる。なお、ここに示す参
照符号は、いずれも特許文献１の図５８に記載されたものである。
【００１２】
　また、折れやカールを押える部材を設ける場合は、一般に取込む紙幣の大きさが異なる
ために、その折れやカール位置も異なり、押え部材の設置位置が多くなって、機構が複雑
になるだけでなく、その製造コストが高くなる。そこで、大きさの異なる紙幣や折れやカ
ール癖のある紙幣が多数枚取込まれた場合でも、それら紙幣を立位状態で限られた小スペ
ース内に確実に収納庫または入出口に収納するとともに、滞留などの障害の少ない信頼性
の高い、低コストの収納庫が提案されている（例えば、特許文献２参照。）。
【特許文献１】特開２０００－５７４０８号公報（段落番号〔０１４６〕～〔０２０７〕
、図５８など）
【特許文献２】特開２００２－２１１８２４号公報（段落番号〔００２３〕～〔００６８
〕、図４など）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　ここで、図４に示す釣銭機について、釣銭機出金口におけるジャム発生の原因を説明す
る。
　図５には、一時保留部２の最上部に積重ねられた紙幣ＢＮａが上向きの折れ癖を有して
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いる場合を示している。
【００１４】
　一時保留部２の最上部に、例えば紙幣ＢＮａの後端が上向きに折れた状態で存在すると
、羽根車４が回転してもその羽根４１～４５が紙幣ＢＮａに届かないまま、紙幣出口部１
３を通過してしまう。すると、次に搬入される紙幣ＢＮが折れた紙幣ＢＮａに衝突して、
紙幣出口部１３ではジャムが発生する。したがって、このような釣銭機では既集積紙幣Ｂ
Ｎｓと後続紙幣ＢＮとの間でジャムが生じると、その後の出金口３からの釣銭支払が不可
能になる。
【００１５】
　また、紙幣出口部１３付近に後続紙幣の搬入空間が十分に確保されていない場合、その
紙幣ＢＮが既集積紙幣ＢＮｓと同位置には集積されないで立位状態となり、あるいは紙幣
の一部分が折れた状態のままで集積されることもある。そのような折れた紙幣を含んだ状
態で集積された紙幣ＢＮｓが釣銭として出金口３から支払われた場合には、釣銭金額の確
認が容易でなくなる。
【００１６】
　さらに、紙幣ＢＮａが複数の折り目で折れた状態のまま一時保留部２に集積されてしま
えば、プッシャ８で前方に押出しても、そのような紙幣だけが出金口３から押出されなく
なって、一時保留部２に残留するおそれもあった。
【００１７】
　本発明はこのような点に鑑みてなされたものであり、折れ癖の強い紙幣が搬入された場
合でも、その紙幣の後続の紙幣を搬入するための空間が確保できる紙幣処理装置を提供す
ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　本発明では、上記問題を解決するために、一時保留された紙幣を整列した状態で外部に
送り出す紙幣処理装置において、紙幣を搬送する搬送路と、前記搬送路の紙幣出口部側に
配置され、前記紙幣出口部から搬入される紙幣を一時保留する一時保留部と、前記一時保
留部に搬入された紙幣の搬入方向後方端を、前記紙幣出口部から前記一時保留部に搬入さ
れる後続紙幣の搬入方向前方端の進路外に保持するための押付け部材と、前記紙幣出口部
の近傍に回動支軸を備え、前記紙幣出口部から前記一時保留部に搬入される紙幣を案内す
るとともに、前記一時保留部に搬入された紙幣の搬入方向前方端部を自由端側で前記一時
保留部の紙幣保持面に押え付ける札押えと、を有し、前記押付け部材は、前記札押えに案
内されて前記一時保留部に搬入される紙幣の進路側に突出するように前記札押えに取り付
けられた弾性板によって構成されていることを特徴とする紙幣処理装置が提供される。
【００１９】
　このような紙幣処理装置によれば、押付け部材が、搬送路の紙幣出口部から一時保留部
に搬入された紙幣の搬入方向後方端を、その紙幣に続いて搬入される後続紙幣の搬入方向
前方端の進路外に保持するため、紙幣出口部の近傍に後続紙幣の受入れ空間が確保される
。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、弾性板によって構成されている押付け部材を札押えに設けるとともに
、集積された紙幣を札押えによって一時保留部の紙幣保持面に押え付けることにより、折
れ癖の強い紙幣が搬入された場合に、後続紙幣を搬入するための十分な空間が確保でき、
後端側に上向きの折れ癖を持った変形紙幣が先に搬入されていても、その変形紙幣とその
後続紙幣との衝突を回避することができる。
                                                                              
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下、図面を参照してこの発明の実施の形態について説明する。
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　（実施の形態１）
　図１は、実施の形態１に係る釣銭機出金口の断面構成を示す模式図、図２は、図１の釣
銭機の札押えに設置された押付け部材を示す斜視図である。
【００２２】
　この釣銭機は、図示しない紙幣収納庫に釣銭紙幣が収納されていて、この紙幣収納庫か
ら紙幣ＢＮを計数して搬送する搬送路１と、所定金額となるまで複数枚の紙幣ＢＮｓを一
時保留する一時保留部２と、釣銭機正面に配置された出金口３とを備え、出金口３から一
括して釣銭紙幣を払い出すように構成されている。
【００２３】
　搬送路１は、その下部ベース１１と上部ベース１２にそれぞれ配置されたフィードロー
ラによって、紙幣ＢＮの短手方向を搬送方向に一致させた状態で、紙幣ＢＮを１枚ずつ紙
幣出口部１３の方へ搬送するように構成されている。一時保留部２の下部ベース２１は、
搬送路１の紙幣出口部１３よりも下方に配置されていて、この下部ベース２１の上面は、
一時保留部２に搬入された紙幣を保持する紙幣保持面になっている。
【００２４】
　紙幣出口部１３には、図２に示すように、２個のフィードローラ５ａ，５ｂが配置され
、さらにフィードローラ５ａ，５ｂと同軸の羽根車４ａ，４ｂおよび４ｃ，４ｄがフィー
ドローラ５ａ，５ｂの左右両側に、それぞれ２個ずつ配置されている。これらの羽根車４
ａ～４ｄには、５枚の弾性を有する羽根４１～４５が等角度で放射状に設けられている。
これらの羽根４１～４５がフィードローラ５ａ，５ｂと一体に回転駆動されることで、搬
送路１からの紙幣ＢＮを一時保留部２に導くように構成される。
【００２５】
　一時保留部２には、紙幣保持面に積重ねられた紙幣ＢＮｓと対向する位置に札押え６が
配置されている。この札押え６は、紙幣出口部１３の近傍に回転支軸６１を備え、搬送路
１から一時保留部２に搬入される紙幣ＢＮを案内するとともに、自由端６２側で紙幣ＢＮ
の上面を搬入方向前方で押え付けている。
【００２６】
　一時保留部２の出金口３には、上下方向にスライドするシャッタ７が設けられている。
また、この一時保留部２は、紙幣保持面に搬入された紙幣ＢＮｓの紙幣押出機構として、
集積された紙幣ＢＮｓを後方から搬入方向前方に押し出すプッシャ８を備えている。
【００２７】
　札押え６の自由端６２には、図２に示すように、２枚の押え板６２ａ，６２ｂが上下方
向にスライドするシャッタ７の間隔だけ離れて設けられている。また、札押え６の回転支
軸６１側には、それぞれ左右の羽根車４ａ，４ｂおよび４ｃ，４ｄに対応する位置に所定
幅のスリット部６３ａ～６３ｄが設けられ、羽根車４ａ～４ｄが回転する際に、それらの
羽根４１～４５がその放射方向に伸びた状態で札押え６を通過できるように構成されてい
る。
【００２８】
　この実施の形態１の釣銭機は、その出金口３に備え付けられた札押え６に、プラスチッ
クシート材などの柔軟な材料を用いて構成された押付け部材９が設けられている点に特徴
がある。押付け部材９は、ここでは図２に示すように４枚の独立した板状部材（９ａ～９
ｄ）として構成されている。これらの押付け部材９ａ～９ｄは、左右の羽根車４ａ，４ｂ
および４ｃ，４ｄに対応するスリット部６３ａ，６３ｂおよび６３ｃ，６３ｄの先端近傍
に配置され、それぞれスリット部６３ａ，６３ｂおよび６３ｃ，６３ｄのやや外側位置か
ら紙幣保持面に向かって下側に突出するように固定されている。
【００２９】
　つぎに、上記構成の釣銭機における釣銭支払動作について説明する。
　最初に、図示しない紙幣収納庫から釣銭金額に相当する紙幣ＢＮが計数されて、搬送路
１から１枚ずつ一時保留部２まで搬送される。
【００３０】
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　紙幣出口部１３まで搬送されてきた紙幣ＢＮは、羽根車４と共に回転するフィードロー
ラ５ａ，５ｂによって一時保留部２側に押し出され、その後端部を羽根車４の羽根４１～
４５で叩かれ、一時保留部２に搬入される。
【００３１】
　その際、押付け部材９ａ～９ｄは柔軟な材料で構成されているため、その紙幣保持面側
に突出する先端部が、搬入される紙幣ＢＮの先端部分によって一時的に押し上げられ、紙
幣ＢＮの一時保留部２への搬入動作が妨害されることはない。
【００３２】
　シャッタ７は、図１に示すように、一時保留部２に紙幣ＢＮが搬入されている間はその
紙幣保持面から突出するように内部に進入して出金口３を塞ぎ、紙幣ＢＮｓを整列した状
態で一時保留部２に収納する。ここで、変形紙幣ＢＮａが一時保留部２に収納された場合
でも、押付け部材９ａ～９ｄがそれぞれの先端部分で変形紙幣ＢＮａの跳ね上がる後端部
を継続して押え付ける。
【００３３】
　したがって、紙幣出口部１３の近傍に搬送路１から後続して搬送される紙幣ＢＮの受入
れ空間が確保でき、変形紙幣ＢＮａと後続紙幣ＢＮとの衝突を回避することができる。し
かも、上向きに折れ癖を持った変形紙幣ＢＮａの後端部分は、継続して押付け部材９によ
って押え込まれ、強い折れ癖の変形紙幣ＢＮａでも折れた状態のままで集積されることが
なくなる。
【００３４】
　その後、所定金額の釣銭に対応する紙幣ＢＮｓの集積が完了すると、シャッタ７が下方
に退避し、プッシャ８がそれに連動して前方に駆動される。こうして、整列した状態の紙
幣ＢＮｓが一括して出金口３から釣銭紙幣として押出される。
【００３５】
　このような釣銭機では、札押え６が集積された紙幣ＢＮｓを一時保留部２の紙幣保持面
に押え付けるだけでなく、押付け部材９ａ～９ｄが後続して搬入される紙幣ＢＮの搬入空
間を確保する。これにより、紙幣ＢＮの後端部が上向きの折れ癖を有している場合など、
一括出金するための一時保留部２に保留される紙幣ＢＮｓに折れ癖があったときでも、後
続して搬入される紙幣ＢＮとの間でのジャムが生じない。なお、押付け部材９ａ～９ｄの
長さ、配置間隔、および羽根車４ａ，４ｂおよび４ｃ，４ｄの羽根４１～４５との位置関
係などは、それぞれ搬入される紙幣に応じて適正に調整しておく。
【００３６】
　また、一時保留部２に変形紙幣ＢＮａが収納された後も、押付け部材９ａ～９ｄがそれ
ぞれの先端部分で変形紙幣ＢＮａの跳ね上がる後端部を継続して押え付けるようにしてい
るので、紙幣が折れ曲がった状態で出金されることがなくなる。したがって、利用者は、
出金口３から支払われた釣銭金額を容易に確認することができる。
【００３７】
　なお、上述した実施の形態１では、本発明の紙幣処理装置を釣銭機として説明したが、
釣銭機以外にも適用できる。
　（実施の形態２）
　図３は、実施の形態２に係る釣銭機出金口の断面構成を示す模式図である。ここでは、
実施の形態１の構成と対応する部材には同一の参照符号を付けて、それらの詳細な説明を
省略する。
【００３８】
　図３に示す押付け部材１０は、搬送路１の下部ベース１１から一時保留部２内に水平方
向に延在されている。また、押付け部材１０は、ここでは実施の形態１の押付け部材９ａ
～９ｄと同様に、紙幣出口部１３の近傍に複数本、それぞれ所定の間隔で配置されている
。さらに、これらの押付け部材１０には、実施の形態１の押付け部材９ａ～９ｄと同様、
プラスチックシート材などの柔軟な材料の弾性板が用いられる。
【００３９】
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　押付け部材１０をこのように配置することによって、搬送路１から一時保留部２に搬入
されつつある紙幣ＢＮが、一時保留部２の紙幣保持面に既に積重ねられている紙幣ＢＮｓ
から空間的に分離される。
【００４０】
　また、このような押付け部材１０が弾性板として構成されているため、搬送路１の紙幣
出口部１３で羽根車４が回転することによって、５枚の弾性を有する羽根４１～４５によ
って紙幣ＢＮを押付け部材１０の下に押し込むことができる。しかも、既に変形紙幣ＢＮ
ａが一時保留部２に収納されていたとしても、この押付け部材１０の裏側部分で変形紙幣
ＢＮａの跳ね上がる後端部を押え付け、紙幣出口部１３の近傍において搬送されてくる後
続紙幣ＢＮの受入れ空間を十分に確保できる。
【００４１】
　ここで紙幣ＢＮは、その短手方向を搬送方向に一致させて、紙幣出口部１３まで搬送さ
れるように搬送路１が構成されている。したがって、複数の押付け部材１０を紙幣ＢＮの
長手方向の所望する箇所にそれぞれ設けることで、多様な折れ癖のある紙幣ＢＮａに的確
に対応することができる。
【００４２】
　このように構成された実施の形態２の釣銭機は、押付け部材１０を設けることにより、
折れ癖の強い紙幣ＢＮａが搬入された場合にも、その後続紙幣ＢＮを搬入するための十分
な空間を確保できる。したがって、後端部に上向きの折れ癖を持った変形紙幣ＢＮａが搬
入されても、その変形紙幣ＢＮａと後続紙幣ＢＮとの紙幣出口部１３付近での衝突を回避
することができる。
【００４３】
　なお、本発明の紙幣処理装置を紙幣以外の紙葉類の処理についても適用できることはい
うまでもない。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１】実施の形態１に係る釣銭機出金口の断面構成を示す模式図である。
【図２】図１の釣銭機の札押えに設置された押付け部材を示す斜視図である。
【図３】実施の形態２に係る釣銭機出金口の断面構成を示す模式図である。
【図４】従来の釣銭機出金口の断面構成を示す模式図である。
【図５】従来の釣銭機出金口におけるジャム発生の原因を説明する図である。
【符号の説明】
【００４５】
　１　搬送路
　２　一時保留部
　３　出金口
　４ａ，４ｂ，４ｃ，４ｄ　羽根車
　５ａ，５ｂ　フィードローラ
　６　札押え
　７　シャッタ
　８　プッシャ
　９，９ａ～９ｄ，１０　押付け部材
　ＢＮ，ＢＮｓ，ＢＮａ　紙幣
　１１　下部ベース
　１２　上部ベース
　１３　紙幣出口部
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